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医療法第２５条第１項及び第３項の規定に基づく立入検査の実施について 

 

 

平素は、本会活動の推進に対しまして、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、厚生労働省の標記事務連絡につきまして、このたび別添の通り、日本医師会から通知が

ありました。 

立入検査については、医療法第２５条第１項の規定に基づく立入検査要綱において、病院に対

して原則年１回実施することとされ、医療法第２５条第３項において規定されている特定機能病

院及び臨床研究中核病院への立入検査についても、原則年１回の実施とされております。 

また、令和４年度の立入検査については、新型コロナウイルス感染症の感染状況等に鑑み、立

入による検査が困難な場合は医療機関において書面による自主点検等を行い、それを行政が確認

等することで令和４年度立入検査を実施したものとみなすとしておりました。 

本事務連絡は、令和５年度以降の立入検査については、令和元年度以前と同様に実施する（医

療機関による自主点検等の確認等をもって立入検査を実施したとみなさない）ことを示すととも

に、実施に当たっては、実施日の決定後に感染状況等に変化があった場合には、医療機関と協議

の上、日程の再調整をするなど引き続き柔軟な対応を依頼するものです。 

貴会におかれましてもご了知いただき、会員医療機関へのご周知をお願い申し上げます。 

 

 

＜参考：別添文書の閲覧（日本医師会メンバーズルーム）＞ 

https://www.med.or.jp/japanese/members/bunsyo/data3/chiiki/2022chi_2438.pdf  

 

閲覧には「ユーザー名」と「パスワード」でのログインが必要です（半角入力）。 

・ユーザー名：会員 ID（日医刊行物送付番号）の 10桁の数字 

（宛名シール下部に印刷されている 10桁の数字） 

・パスワード：生年月日の「西暦の下 2桁、月 2桁、日 2桁」を並べた 6桁の数字 

 

 

【担当】 

大阪府医師会 業務部 地域医療１課 

（TEL:06-6763-7012） 

 

https://www.med.or.jp/japanese/members/bunsyo/data3/chiiki/2022chi_2438.pdf

